様式27号
年　　月　　日
高知県知事　様
住所
氏名又は名称　　　　　　　　　　
電話番号
所有者との続柄
漁船処理報告書
漁船法第18条第１項の規定により登録がその効力を失い、又は同法第19条の規定に基づき登録が取り消された漁船　　　丸（ＫＯ　　－　　　　）に係るその後の処理について、次のとおり報告します。
	譲渡、転用譲渡、売却等
	私は、当該報告に係る船舶を譲り受けたことに間違いありません。

譲受人自署：

譲受人住所：

電話番号：

譲受後の予定：□漁船登録　□転用　□県外譲渡　□売却
□その他

	解撤
	私は、当該報告に係る船舶を適正に廃棄処理したことを証明します。

氏名（自署）：

廃棄処理業者の名称：

廃棄処理業者の所在地：

廃棄処理年月日：　　　　年　　月　　日

注　廃棄処理業者が発行する報告書（マニュフェスト）、領収書又は船名、番号等を確認することができる写真のいずれかを添付してください。
（　□処理業者発行報告書　□領収書　□写真　）

	使用中止、廃船等
	責任者の氏名：

責任者の住所：

船舶の保管場所：

注　漁船登録抹消後は、漁港へ係留し、又は保管することはできません。但し、日本小型船舶検査機構へ登録のうえ、係留許可施設（有料）への届出により係留することができます。


上記の事項については、事実と相違ないことを証明します。
　　　　　　年　　月　　日
漁業協同組合　組合長　　　　　　　　　　eq \o\ac(□,印)
